
  

一 

幹
部
職
員
の
任
免
等
に
関
す
る
制
度
を
改
革
す
る
た
め
の
内
閣
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
内
閣
法
の
一
部
改
正 

 
 

 

内
閣
官
房
に
置
か
れ
る
幹
部
職
員
（
第
四
の
幹
部
職
員
に
係
る
職
に
相
当
す
る
職
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
占
め

る
職
員
を
い
う
。
）
の
任
免
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
行
う
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
服
務
、
退
職
管
理
等
に
つ
い
て
、

所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

第
二 

国
家
行
政
組
織
法
の
一
部
改
正 

 
 

 

各
省
及
び
各
庁
（
法
務
省
に
置
か
れ
る
検
察
庁
及
び
防
衛
省
に
置
か
れ
る
特
別
の
機
関
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
並

び
に
実
施
庁
（
公
安
調
査
庁
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
に
置
か
れ
る
幹
部
職
員
（
庁
の
長
官
、
事
務
次
官
、
庁
の
次
長
、

局
長
、
部
長
若
し
く
は
官
房
長
の
職
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
準
ず
る
職
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
占
め
る
職
員
を
い

う
。
）
の
任
免
は
、
そ
の
省
（
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
庁
の
置
か
れ
る
省
）
の
長
で
あ
る
大
臣
が
行
う
も
の
と
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
服
務
、
退
職
管
理
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 

 

（
第
二
条
関
係
） 

第
三 

内
閣
法
制
局
設
置
法
の
一
部
改
正 

 
 

 

内
閣
法
制
局
に
置
か
れ
る
幹
部
職
員
（
内
閣
法
制
次
長
若
し
く
は
部
長
の
職
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
準
ず
る
職
で
あ
っ
て



 

二 

政
令
で
定
め
る
も
の
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
）
の
任
免
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
行
う
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
服

務
、
退
職
管
理
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（
第
三
条
関
係
） 

第
四 

内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正 

 
 

 

内
閣
府
（
宮
内
庁
、
委
員
会
及
び
警
察
庁
を
除
く
。
）
に
置
か
れ
る
幹
部
職
員
（
事
務
次
官
、
内
閣
府
審
議
官
、
局
長
、

部
長
、
官
房
長
、
庁
の
長
官
、
庁
の
次
長
、
庁
の
局
長
、
庁
の
部
長
若
し
く
は
庁
の
官
房
長
の
職
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
準

ず
る
職
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
）
の
任
免
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
行
う
も
の
と
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
服
務
、
退
職
管
理
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 

（
第
四
条
関
係
） 

第
五 

復
興
庁
設
置
法
の
一
部
改
正 

 
 

 

復
興
庁
に
置
か
れ
る
幹
部
職
員
（
事
務
次
官
の
職
そ
の
他
第
四
の
幹
部
職
員
に
係
る
職
に
相
当
す
る
職
と
し
て
政
令
で

定
め
る
も
の
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
）
の
任
免
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
行
う
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
服
務
、
退

職
管
理
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
関
係
） 

第
六 

国
家
公
務
員
法
の
一
部
改
正 

 

一 

第
一
か
ら
第
五
ま
で
の
幹
部
職
員
を
、
特
別
職
の
国
家
公
務
員
と
す
る
こ
と
。 



  

三 

 
二 

第
一
か
ら
第
五
ま
で
の
改
正
に
伴
い
、
幹
部
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
特
例
の
規
定
、
幹
部
候
補
者
育
成
過
程
に
関
す

る
規
定
、
幹
部
職
員
の
降
任
に
関
す
る
特
例
の
規
定
等
の
幹
部
職
員
に
係
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。 

 

三 

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 

（
第
六
条
関
係
） 

第
七 

自
衛
隊
法
の
一
部
改
正 

 

一 

第
一
か
ら
第
五
ま
で
の
改
正
に
伴
い
、
幹
部
隊
員
の
任
用
等
に
関
す
る
特
例
の
規
定
、
幹
部
隊
員
の
降
任
に
関
す
る
特

例
の
規
定
等
の
幹
部
隊
員
に
係
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
。 

 

二 

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。 

 
 

（
第
七
条
関
係
） 

第
八 

幹
部
職
員
の
処
遇
に
関
す
る
規
定
の
整
備
等 

 

一 

第
一
か
ら
第
五
ま
で
の
幹
部
職
員
の
給
与
、
退
職
手
当
そ
の
他
の
処
遇
に
関
す
る
規
定
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
別
に
法

律
で
定
め
る
こ
と
。 

 

二 

一
の
ほ
か
、
第
一
か
ら
第
七
ま
で
の
施
行
に
伴
い
必
要
と
な
る
関
係
法
律
の
整
備
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、



 

四 

別
に
法
律
で
定
め
る
こ
と
。 

（
第
八
条
関
係
） 

第
九 

施
行
期
日 

 
 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
第
八
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

（
附
則
第
一
条
関
係
） 

第
十 

経
過
措
置 

 

一 

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
一
か
ら
第
五
ま
で
の
幹
部
職
員
に
係
る
職
に
相
当
す
る
職
を
占
め
て
い
る
者
は
、
こ
の

法
律
の
施
行
の
日
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
幹
部
職
員
と
な
っ
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
幹
部
職
員

と
な
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
附
則
第
二
条
関
係
） 

 

二 

そ
の
他
所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
。 
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◎
幹
部
職
員
の
任
免
等
に
関
す
る
制
度
を
改
革
す
る
た
め
の
内
閣
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

第
二
十
四
条
の
二 
内
閣
官
房
に
置
か
れ
る
幹
部
職
員
（
内
閣
府
設
置
法
（
平
成

十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
六
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
幹
部
職
員

に
係
る
職
に
相
当
す
る
職
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
占
め
る
職
員
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
任
免
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
行
う
。 

２ 

国
家
公
務
員
法
第
十
八
条
の
二
（
退
職
管
理
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
政
令
で

定
め
る
事
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
か
ら
第
十
八
条
の
四
ま
で
、
第
九
十
六

条
、
第
九
十
七
条
、
第
九
十
八
条
第
一
項
、
第
九
十
九
条
、
第
百
条
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
六
条
の
二
か
ら
第
百
六
条
の
四
の
二
ま
で
及
び
第
百
六

条
の
十
六
か
ら
第
百
六
条
の
二
十
七
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含

む
。
）
、
同
法
第
百
九
条
（
第
十
四
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
並
び
に
第
百
十
二
条
の
規
定
は
、
幹
部
職
員
及
び
そ
の
職
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
人
事
院
規
則
」
と
あ
る

の
は
、
「
政
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
読
替
え
は
、
政

令
で
定
め
る
。 

３ 

第
十
五
条
第
五
項
の
規
定
は
、
幹
部
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
官
房
長
官
」
と

す
る
。 

〔
新
設
〕 
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○
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

（
幹
部
職
員
の
任
免
等
） 

第
二
十
二
条 

各
省
及
び
各
庁
（
法
務
省
に
置
か
れ
る
検
察
庁
及
び
防
衛
省
に
置

か
れ
る
特
別
の
機
関
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
並
び
に
実
施
庁
（
公
安
調
査

庁
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
に
置
か
れ
る
幹
部
職
員
（
第
六
条
の
長
官
、
第
十

八
条
第
一
項
の
事
務
次
官
、
同
条
第
三
項
の
次
長
、
第
二
十
一
条
第
一
項
の
局

長
若
し
く
は
部
長
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
官
房
の
長
の
職
又
は
こ
れ
ら
の

職
に
準
ず
る
職
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
任
免
は
、
そ
の
省
（
庁
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
庁

の
置
か
れ
る
省
）
の
長
で
あ
る
大
臣
が
こ
れ
を
行
う
。 

２ 

国
家
公
務
員
法
第
十
八
条
の
二
（
退
職
管
理
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
政
令
で

定
め
る
事
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
か
ら
第
十
八
条
の
四
ま
で
、
第
九
十
六

条
、
第
九
十
七
条
、
第
九
十
八
条
第
一
項
、
第
九
十
九
条
、
第
百
条
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
六
条
の
二
か
ら
第
百
六
条
の
四
の
二
ま
で
及
び
第
百
六

条
の
十
六
か
ら
第
百
六
条
の
二
十
七
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含

む
。
）
、
同
法
第
百
九
条
（
第
十
四
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
並
び
に
第
百
十
二
条
の
規
定
は
、
幹
部
職
員
及
び
そ
の
職
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
人
事
院
規
則
」
と
あ
る

の
は
、
「
政
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
読
替
え
は
、
政

令
で
定
め
る
。 

 

第
二
十
二
条 

削
除 
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３ 

第
十
七
条
の
二
第
六
項
の
規
定
は
、
幹
部
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
そ
の
省
の
長
で
あ
る
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の

省
の
長
で
あ
る
大
臣
（
庁
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
庁
の
長
で
あ
る
長
官
）
」
と
す

る
。 
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○
内
閣
法
制
局
設
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

（
内
閣
法
制
局
長
官
） 

第
二
条 

〔
略
〕 

２ 

長
官
は
、
内
閣
法
制
局
の
事
務
を
統
括
し
、
部
内
の
職
員
の
任
免
、
進
退
を

行
い
、
か
つ
、
そ
の
服
務
に
つ
き
、
こ
れ
を
統
督
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
幹
部
職
員
の
任
免
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
幹
部
職
員
の
任
免
等
） 

第
六
条 

内
閣
法
制
局
に
置
か
れ
る
幹
部
職
員
（
前
条
第
一
項
の
内
閣
法
制
次
長

若
し
く
は
同
条
第
五
項
の
部
長
の
職
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
準
ず
る
職
で
あ
つ

て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
任
免
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
行
う
。 

２ 

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
十
八
条
の
二
（
退

職
管
理
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

か
ら
第
十
八
条
の
四
ま
で
、
第
九
十
六
条
、
第
九
十
七
条
、
第
九
十
八
条
第
一

項
、
第
九
十
九
条
、
第
百
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
六
条
の
二
か
ら

第
百
六
条
の
四
の
二
ま
で
及
び
第
百
六
条
の
十
六
か
ら
第
百
六
条
の
二
十
七

ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
、
同
法
第
百
九
条
（
第
十
四

号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
百
十
二
条
の
規
定

は
、
幹
部
職
員
及
び
そ
の
職
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ

（
内
閣
法
制
局
長
官
） 

第
二
条 

〔
略
〕 

２ 

長
官
は
、
内
閣
法
制
局
の
事
務
を
統
括
し
、
部
内
の
職
員
の
任
免
、
進
退
を

行
い
、
且
つ
、
そ
の
服
務
に
つ
き
、
こ
れ
を
統
督
す
る
。 

   

第
六
条 

削
除 
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れ
ら
の
規
定
中
「
人
事
院
規
則
」
と
あ
る
の
は
、
「
政
令
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

３ 

幹
部
職
員
は
、
在
任
中
、
長
官
の
許
可
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
報
酬
を
得
て

他
の
職
務
に
従
事
し
、
又
は
営
利
事
業
を
営
み
、
そ
の
他
金
銭
上
の
利
益
を
目

的
と
す
る
業
務
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。 
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○
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

（
幹
部
職
員
の
任
免
等
） 

第
六
十
五
条
の
二 
内
閣
府
（
宮
内
庁
、
委
員
会
及
び
警
察
庁
を
除
く
。
）
に
置

か
れ
る
幹
部
職
員
（
第
十
五
条
第
一
項
の
事
務
次
官
、
第
十
六
条
第
一
項
の
内

閣
府
審
議
官
、
第
十
七
条
第
五
項
の
局
長
若
し
く
は
部
長
、
同
条
第
六
項
の
官

房
の
長
、
第
五
十
条
の
長
官
、
第
六
十
一
条
第
一
項
の
次
長
、
第
六
十
三
条
第

一
項
の
局
長
若
し
く
は
部
長
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
官
房
の
長
の
職
又
は

こ
れ
ら
の
職
に
準
ず
る
職
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
占
め
る
職
員
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
任
免
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
行
う
。 

２ 

国
家
公
務
員
法
第
十
八
条
の
二
（
退
職
管
理
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
政
令
で

定
め
る
事
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
か
ら
第
十
八
条
の
四
ま
で
、
第
九
十
六

条
、
第
九
十
七
条
、
第
九
十
八
条
第
一
項
、
第
九
十
九
条
、
第
百
条
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
六
条
の
二
か
ら
第
百
六
条
の
四
の
二
ま
で
及
び
第
百
六

条
の
十
六
か
ら
第
百
六
条
の
二
十
七
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含

む
。
）
、
同
法
第
百
九
条
（
第
十
四
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
並
び
に
第
百
十
二
条
の
規
定
は
、
幹
部
職
員
及
び
そ
の
職
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
人
事
院
規
則
」
と
あ
る

の
は
、
「
政
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
読
替
え
は
、
政

令
で
定
め
る
。 

３ 

第
十
四
条
の
二
第
八
項
の
規
定
は
、
幹
部
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

 

〔
新
設
〕 
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場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
官
房
長
官
」

と
す
る
。 
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○
復
興
庁
設
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
五
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

（
幹
部
職
員
の
任
免
等
） 

第
十
九
条
の
二 

復
興
庁
に
置
か
れ
る
幹
部
職
員
（
第
十
一
条
第
一
項
の
事
務
次

官
の
職
そ
の
他
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
六
十
五

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
幹
部
職
員
に
係
る
職
に
相
当
す
る
職
と
し
て
政

令
で
定
め
る
も
の
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
任
免
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
行
う
。 

２ 

国
家
公
務
員
法
第
十
八
条
の
二
（
退
職
管
理
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
政
令
で

定
め
る
事
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
か
ら
第
十
八
条
の
四
ま
で
、
第
九
十
六

条
、
第
九
十
七
条
、
第
九
十
八
条
第
一
項
、
第
九
十
九
条
、
第
百
条
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
六
条
の
二
か
ら
第
百
六
条
の
四
の
二
ま
で
及
び
第
百
六

条
の
十
六
か
ら
第
百
六
条
の
二
十
七
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含

む
。
）
、
同
法
第
百
九
条
（
第
十
四
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
並
び
に
第
百
十
二
条
の
規
定
は
、
幹
部
職
員
及
び
そ
の
職
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
人
事
院
規
則
」
と
あ
る

の
は
、
「
政
令
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
読
替
え
は
、
政

令
で
定
め
る
。 

３ 

第
十
条
の
二
第
七
項
の
規
定
は
、
幹
部
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
復
興
大
臣
」
と
す

る
。 

 

〔
新
設
〕 
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○
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
（
抄
）
（
第
六
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

目
次 第

一
章
・
第
二
章 
〔
略
〕 

第
三
章 

職
員
に
適
用
さ
れ
る
基
準 

第
一
節 

〔
略
〕 

第
二
節 

採
用
試
験
及
び
任
免
（
第
三
十
三
条
・
第
三
十
三
条
の
二
） 

第
一
款
～
第
五
款 

〔
略
〕 

    

 
 

第
三
節
～
第
十
節 

〔
略
〕 

 

第
四
章 

〔
略
〕 

附
則 

 

（
一
般
職
及
び
特
別
職
） 

第
二
条 

〔
略
〕 

② 

〔
略
〕 

③ 

特
別
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
の
職
と
す
る
。 

一
～
八 

〔
略
〕 

目
次 第

一
章
・
第
二
章 

〔
略
〕 

第
三
章 

職
員
に
適
用
さ
れ
る
基
準 

第
一
節 

〔
略
〕 

第
二
節 

採
用
試
験
及
び
任
免
（
第
三
十
三
条
・
第
三
十
三
条
の
二
） 

第
一
款
～
第
五
款 

〔
略
〕 

第
六
款 

幹
部
職
員
の
任
用
等
に
係
る
特
例
（
第
六
十
一
条
の
二
―
第
六

十
一
条
の
八
） 

第
七
款 

幹
部
候
補
育
成
課
程
（
第
六
十
一
条
の
九
―
第
六
十
一
条
の
十

一
） 

 
 

第
三
節
～
第
十
節 

〔
略
〕 

 

第
四
章 

〔
略
〕 

附
則 

 

（
一
般
職
及
び
特
別
職
） 

第
二
条 

〔
略
〕 

② 
〔
略
〕 

③ 

特
別
職
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
の
職
と
す
る
。 

一
～
八 

〔
略
〕 
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八
の
二 

内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
、

国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
二
十
二
条
第
一

項
、
内
閣
法
制
局
設
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
第
六

条
第
一
項
、
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
六
十
五

条
の
二
第
一
項
及
び
復
興
庁
設
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
五

号
）
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
幹
部
職
員 

九
～
十
七 

〔
略
〕 

④
～
⑦ 

〔
略
〕 

 

（
人
事
院
） 

第
三
条 

〔
略
〕 

② 

人
事
院
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の

改
善
及
び
人
事
行
政
の
改
善
に
関
す
る
勧
告
、
採
用
試
験
（
採
用
試
験
の
対
象

官
職
及
び
種
類
並
び
に
採
用
試
験
に
よ
り
確
保
す
べ
き
人
材
に
関
す
る
事
項

を
除
く
。
）
、
任
免
（
標
準
職
務
遂
行
能
力
及
び
採
用
昇
任
等
基
本
方
針
に
関

す
る
事
項
（
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
根
本
基
準
の
実
施
に
つ
き
必
要

な
事
項
で
あ
つ
て
、
行
政
需
要
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
行
う
優
れ
た
人
材

の
養
成
及
び
活
用
の
確
保
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
、
給
与
（
一

般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第

六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の

号
俸
の
決
定
の
方
法
並
び
に
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
職
務
の
級

の
定
数
の
設
定
及
び
改
定
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
、
研
修
（
第
七
十
条
の

六
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
観
点
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
計
画
の
樹
立
及

〔
新
設
〕 

     

九
～
十
七 

〔
略
〕 

④
～
⑦ 

〔
略
〕 

 

（
人
事
院
） 

第
三
条 

〔
略
〕 

② 

人
事
院
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
給
与
そ
の
他
の
勤
務
条
件
の

改
善
及
び
人
事
行
政
の
改
善
に
関
す
る
勧
告
、
採
用
試
験
（
採
用
試
験
の
対
象

官
職
及
び
種
類
並
び
に
採
用
試
験
に
よ
り
確
保
す
べ
き
人
材
に
関
す
る
事
項

を
除
く
。
）
、
任
免
（
標
準
職
務
遂
行
能
力
、
採
用
昇
任
等
基
本
方
針
、
幹
部

職
員
の
任
用
等
に
係
る
特
例
及
び
幹
部
候
補
育
成
課
程
に
関
す
る
事
項
（
第
三

十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
根
本
基
準
の
実
施
に
つ
き
必
要
な
事
項
で
あ
つ

て
、
行
政
需
要
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
行
う
優
れ
た
人
材
の
養
成
及
び
活

用
の
確
保
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
除
く
。
）
、
給
与
（
一
般
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
号
俸
の
決
定

の
方
法
並
び
に
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
職
務
の
級
の
定
数
の
設

定
及
び
改
定
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
、
研
修
（
第
七
十
条
の
六
第
一
項
第
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び
実
施
並
び
に
当
該
研
修
に
係
る
調
査
研
究
、
分
限
、
懲
戒
、
苦
情
の
処
理
、

職
務
に
係
る
倫
理
の
保
持
そ
の
他
職
員
に
関
す
る
人
事
行
政
の
公
正
の
確
保

及
び
職
員
の
利
益
の
保
護
等
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

③
・
④ 

〔
略
〕 

 

（
職
員
） 

第
四
条 

〔
略
〕 

②
・
③ 

〔
略
〕 

④ 

人
事
院
は
、
そ
の
内
部
機
構
を
管
理
す
る
。
国
家
行
政
組
織
法
は
、
人
事
院

に
は
適
用
さ
れ
な
い
。 

 

（
内
閣
総
理
大
臣
） 

第
十
八
条
の
二 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
採
用
試

験
の
対
象
官
職
及
び
種
類
並
び
に
採
用
試
験
に
よ
り
確
保
す
べ
き
人
材
に
関

す
る
事
務
、
標
準
職
務
遂
行
能
力
及
び
採
用
昇
任
等
基
本
方
針
に
関
す
る
事
務

（
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
根
本
基
準
の
実
施
に
つ
き
必
要
な
事
務

で
あ
つ
て
、
行
政
需
要
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
行
う
優
れ
た
人
材
の
養
成

及
び
活
用
の
確
保
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
）
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関

す
る
法
律
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受

け
る
職
員
の
号
俸
の
決
定
の
方
法
並
び
に
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
職
務
の
級
の
定
数
の
設
定
及
び
改
定
に
関
す
る
事
務
並
び
に
職
員
の
人
事

評
価
（
任
用
、
給
与
、
分
限
そ
の
他
の
人
事
管
理
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
、
職

一
号
に
掲
げ
る
観
点
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
計
画
の
樹
立
及
び
実
施
並
び

に
当
該
研
修
に
係
る
調
査
研
究
、
分
限
、
懲
戒
、
苦
情
の
処
理
、
職
務
に
係
る

倫
理
の
保
持
そ
の
他
職
員
に
関
す
る
人
事
行
政
の
公
正
の
確
保
及
び
職
員
の

利
益
の
保
護
等
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

③
・
④ 

〔
略
〕 

 

（
職
員
） 

第
四
条 

〔
略
〕 

②
・
③ 

〔
略
〕 

④ 

人
事
院
は
、
そ
の
内
部
機
構
を
管
理
す
る
。
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
は
、
人
事
院
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。 

 

（
内
閣
総
理
大
臣
） 

第
十
八
条
の
二 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
採
用
試

験
の
対
象
官
職
及
び
種
類
並
び
に
採
用
試
験
に
よ
り
確
保
す
べ
き
人
材
に
関

す
る
事
務
、
標
準
職
務
遂
行
能
力
、
採
用
昇
任
等
基
本
方
針
、
幹
部
職
員
の
任

用
等
に
係
る
特
例
及
び
幹
部
候
補
育
成
課
程
に
関
す
る
事
務
（
第
三
十
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
根
本
基
準
の
実
施
に
つ
き
必
要
な
事
務
で
あ
つ
て
、
行
政
需

要
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
行
う
優
れ
た
人
材
の
養
成
及
び
活
用
の
確
保

に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
）
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
六
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
職
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
号
俸

の
決
定
の
方
法
並
び
に
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
職
務
の
級
の
定

数
の
設
定
及
び
改
定
に
関
す
る
事
務
並
び
に
職
員
の
人
事
評
価
（
任
用
、
給
与
、
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員
が
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
発
揮
し
た
能
力
及
び
挙
げ
た
業
績
を

把
握
し
た
上
で
行
わ
れ
る
勤
務
成
績
の
評
価
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
研
修
、

能
率
、
厚
生
、
服
務
、
退
職
管
理
等
に
関
す
る
事
務
（
第
三
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
人
事
院
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。 

 

② 

〔
略
〕 

 

（
人
事
管
理
の
原
則
） 

第
二
十
七
条
の
二 

職
員
の
採
用
後
の
任
用
、
給
与
そ
の
他
の
人
事
管
理
は
、
職

員
の
採
用
年
次
及
び
合
格
し
た
採
用
試
験
の
種
類
に
と
ら
わ
れ
て
は
な
ら
ず
、

こ
の
法
律
に
特
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
人
事
評
価
に
基
づ
い

て
、
適
切
か
つ
厳
格
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

（
定
義
） 

第
三
十
四
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
～
五
〔
略
〕 

    

分
限
そ
の
他
の
人
事
管
理
の
基
礎
と
す
る
た
め
に
、
職
員
が
そ
の
職
務
を
遂
行

す
る
に
当
た
り
発
揮
し
た
能
力
及
び
挙
げ
た
業
績
を
把
握
し
た
上
で
行
わ
れ

る
勤
務
成
績
の
評
価
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
研
修
、
能
率
、
厚
生
、
服
務
、

退
職
管
理
等
に
関
す
る
事
務
（
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
人
事
院
の
所
掌

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。 

② 

〔
略
〕 

 

（
人
事
管
理
の
原
則
） 

第
二
十
七
条
の
二 

職
員
の
採
用
後
の
任
用
、
給
与
そ
の
他
の
人
事
管
理
は
、
職

員
の
採
用
年
次
、
合
格
し
た
採
用
試
験
の
種
類
及
び
第
六
十
一
条
の
九
第
二
項

第
二
号
に
規
定
す
る
課
程
対
象
者
で
あ
る
か
否
か
又
は
同
号
に
規
定
す
る
課

程
対
象
者
で
あ
つ
た
か
否
か
に
と
ら
わ
れ
て
は
な
ら
ず
、
こ
の
法
律
に
特
段
の

定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
人
事
評
価
に
基
づ
い
て
、
適
切
か
つ
厳
格
に

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
定
義
） 

第
三
十
四
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
～
五 

〔
略
〕 

六 

幹
部
職
員 

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
五
十

条
若
し
く
は
国
家
行
政
組
織
法
第
六
条
に
規
定
す
る
長
官
、
同
法
第
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
次
官
若
し
く
は
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
局
長
若
し
く
は
部
長
の
官
職
又
は
こ
れ
ら
の
官
職
に
準
ず
る
官
職
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六 
〔
略
〕 

② 

〔
略
〕 

 

（
任
命
権
者
） 

第
五
十
五
条 

任
命
権
は
、
法
律
に
別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
内

閣
、
各
大
臣
（
内
閣
総
理
大
臣
及
び
各
省
大
臣
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
会

計
検
査
院
長
及
び
人
事
院
総
裁
並
び
に
宮
内
庁
長
官
及
び
各
外
局
の
長
に
属

す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
機
関
の
長
の
有
す
る
任
命
権
は
、
そ
の
部
内
の

機
関
に
属
す
る
官
職
に
限
ら
れ
、
内
閣
の
有
す
る
任
命
権
は
、
そ
の
直
属
す
る

機
関
（
内
閣
府
を
除
く
。
）
に
属
す
る
官
職
に
限
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
外
局
の

長
に
対
す
る
任
命
権
は
、
各
大
臣
に
属
す
る
。 

 

② 

前
項
に
規
定
す
る
機
関
の
長
た
る
任
命
権
者
は
、
そ
の
任
命
権
を
、
そ
の
部

内
の
上
級
の
国
家
公
務
員
（
内
閣
が
任
命
権
を
有
す
る
官
職
に
あ
つ
て
は
、
内

閣
総
理
大
臣
又
は
国
務
大
臣
）
に
限
り
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
委
任

は
、
そ
の
効
力
が
発
生
す
る
日
の
前
に
、
書
面
を
も
つ
て
、
こ
れ
を
人
事
院
に

提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

③ 

〔
略
〕 

 

（
選
考
に
よ
る
採
用
） 

で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
幹
部
職
」
と
い
う
。
）
を
占
め
る

職
員
を
い
う
。 

七 

〔
略
〕 

② 

〔
略
〕 

 

（
任
命
権
者
） 

第
五
十
五
条 

任
命
権
は
、
法
律
に
別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
内

閣
、
各
大
臣
（
内
閣
総
理
大
臣
及
び
各
省
大
臣
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
会

計
検
査
院
長
及
び
人
事
院
総
裁
並
び
に
宮
内
庁
長
官
及
び
各
外
局
の
長
に
属

す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
機
関
の
長
の
有
す
る
任
命
権
は
、
そ
の
部
内
の

機
関
に
属
す
る
官
職
に
限
ら
れ
、
内
閣
の
有
す
る
任
命
権
は
、
そ
の
直
属
す
る

機
関
（
内
閣
府
を
除
く
。
）
に
属
す
る
官
職
に
限
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
外
局
の

長
（
国
家
行
政
組
織
法
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
実
施
庁
以
外
の
庁
に
あ
つ

て
は
、
外
局
の
幹
部
職
）
に
対
す
る
任
命
権
は
、
各
大
臣
に
属
す
る
。 

② 

前
項
に
規
定
す
る
機
関
の
長
た
る
任
命
権
者
は
、
幹
部
職
以
外
の
官
職
（
内

閣
が
任
命
権
を
有
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
幹
部
職
を
含
む
。
）
の
任
命
権
を
、

そ
の
部
内
の
上
級
の
国
家
公
務
員
（
内
閣
が
任
命
権
を
有
す
る
幹
部
職
に
あ
つ

て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
国
務
大
臣
）
に
限
り
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
委
任
は
、
そ
の
効
力
が
発
生
す
る
日
の
前
に
、
書
面
を
も
つ
て
、
こ
れ
を

人
事
院
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

③ 
〔
略
〕 

 

（
選
考
に
よ
る
採
用
） 
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第
五
十
七
条 

選
考
に
よ
る
職
員
の
採
用
は
、
任
命
権
者
が
、
任
命
し
よ
う
と
す

る
官
職
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
な
官
職
に
係
る
標
準
職
務
遂
行

能
力
及
び
当
該
任
命
し
よ
う
と
す
る
官
職
に
つ
い
て
の
適
性
を
有
す
る
と
認

め
ら
れ
る
者
の
中
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。 

  

（
昇
任
、
降
任
及
び
転
任
） 

第
五
十
八
条 

職
員
の
昇
任
及
び
転
任
は
、
任
命
権
者
が
、
職
員
の
人
事
評
価
に

基
づ
き
、
任
命
し
よ
う
と
す
る
官
職
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
な
官

職
に
係
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
及
び
当
該
任
命
し
よ
う
と
す
る
官
職
に
つ
い

て
の
適
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
中
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

② 

任
命
権
者
は
、
職
員
を
降
任
さ
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
職
員
の
人
事
評
価
に

基
づ
き
、
任
命
し
よ
う
と
す
る
官
職
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
な
官

職
に
係
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
及
び
当
該
任
命
し
よ
う
と
す
る
官
職
に
つ
い

て
の
適
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
官
職
に
任
命
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

③ 

国
際
機
関
又
は
民
間
企
業
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
の
事
情
に
よ
り
、
人

事
評
価
が
行
わ
れ
て
い
な
い
職
員
の
昇
任
、
降
任
及
び
転
任
に
つ
い
て
は
、
前

二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
が
、
人
事
評
価
以
外
の
能
力
の
実
証

に
基
づ
き
、
任
命
し
よ
う
と
す
る
官
職
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
な

官
職
に
係
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
及
び
当
該
任
命
し
よ
う
と
す
る
官
職
に
つ

い
て
の
適
性
を
判
断
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

第
五
十
七
条 

選
考
に
よ
る
職
員
の
採
用
（
職
員
の
幹
部
職
へ
の
任
命
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
任
命
権
者
が
、
任
命
し
よ
う
と
す
る
官
職
の
属
す
る

職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
な
官
職
に
係
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
及
び
当
該
任

命
し
よ
う
と
す
る
官
職
に
つ
い
て
の
適
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
中

か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
昇
任
、
降
任
及
び
転
任
） 

第
五
十
八
条 

職
員
の
昇
任
及
び
転
任
（
職
員
の
幹
部
職
へ
の
任
命
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
は
、
任
命
権
者
が
、
職
員
の
人
事
評
価
に
基
づ
き
、
任
命
し

よ
う
と
す
る
官
職
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
な
官
職
に
係
る
標
準

職
務
遂
行
能
力
及
び
当
該
任
命
し
よ
う
と
す
る
官
職
に
つ
い
て
の
適
性
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
中
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。 

② 

任
命
権
者
は
、
職
員
を
降
任
さ
せ
る
場
合
（
職
員
の
幹
部
職
へ
の
任
命
に
該

当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
職
員
の
人
事
評
価
に
基
づ
き
、
任
命
し

よ
う
と
す
る
官
職
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
な
官
職
に
係
る
標
準

職
務
遂
行
能
力
及
び
当
該
任
命
し
よ
う
と
す
る
官
職
に
つ
い
て
の
適
性
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
官
職
に
任
命
す
る
も
の
と
す
る
。 

③ 

国
際
機
関
又
は
民
間
企
業
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
の
事
情
に
よ
り
、
人

事
評
価
が
行
わ
れ
て
い
な
い
職
員
の
昇
任
、
降
任
及
び
転
任
（
職
員
の
幹
部
職

へ
の
任
命
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
任
命
権
者
が
、
人
事
評
価
以
外
の
能
力
の
実
証
に
基
づ
き
、
任
命

し
よ
う
と
す
る
官
職
の
属
す
る
職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
な
官
職
に
係
る
標

準
職
務
遂
行
能
力
及
び
当
該
任
命
し
よ
う
と
す
る
官
職
に
つ
い
て
の
適
性
を
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判
断
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
六
款 

幹
部
職
員
の
任
用
等
に
係
る
特
例 

（
適
格
性
審
査
及
び
幹
部
候
補
者
名
簿
） 

第
六
十
一
条
の
二 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
、
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
幹
部
職
（
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十

五
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
幹
部
職
を
含
む
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
す
る
官
職
（
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
自
衛
官

以
外
の
隊
員
が
占
め
る
職
を
含
む
。
次
項
及
び
第
六
十
一
条
の
十
一
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
係
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
（
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
第
五
号

に
規
定
す
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す

る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
審
査
（
以
下
「
適
格
性
審
査
」
と
い
う
。
）
を
公

正
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

幹
部
職
員
（
自
衛
隊
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
幹
部

隊
員
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
十
一
条
の
九
第
一
項
に
お
い
て
同

じ
。
） 

二 

幹
部
職
員
以
外
の
者
で
あ
つ
て
、
幹
部
職
の
職
責
を
担
う
に
ふ
さ
わ
し
い

能
力
を
有
す
る
と
見
込
ま
れ
る
者
と
し
て
任
命
権
者
（
自
衛
隊
法
第
三
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
隊
員
（
以
下

「
自
衛
隊
員
」
と
い
う
。
）
の
任
免
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る
者
を
含
む
。

第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
一
条
の
六
並
び
に
第
六
十
一
条
の
十
一
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
内
閣
総
理
大
臣
に
推
薦
し
た
者 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者 
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② 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
適
格
性
審
査
の
結
果
、
幹
部
職
に
属
す
る
官
職
に
係
る

標
準
職
務
遂
行
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
者
に
つ
い
て
、
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
氏
名
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
名
簿
（
以

下
「
幹
部
候
補
者
名
簿
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

③ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
任
命
権
者
の
求
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
任
命
権
者
に
対
し
、
幹
部
候
補
者
名
簿
を
提
示
す
る
も

の
と
す
る
。 

④ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
的
に
、
及
び
任

命
権
者
の
求
め
が
あ
る
場
合
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
随
時
、

適
格
性
審
査
を
行
い
、
幹
部
候
補
者
名
簿
を
更
新
す
る
も
の
と
す
る
。 

⑤ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
内
閣
官
房
長
官
に
委
任

す
る
。 

⑥ 

第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
及
び
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
政
令
は
、

人
事
院
の
意
見
を
聴
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
幹
部
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
中
か
ら
の
任
用
） 

第
六
十
一
条
の
三 

選
考
に
よ
る
職
員
の
採
用
で
あ
つ
て
、
幹
部
職
へ
の
任
命
に

該
当
す
る
も
の
は
、
任
命
権
者
が
、
幹
部
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者

で
あ
つ
て
、
当
該
任
命
し
よ
う
と
す
る
幹
部
職
に
つ
い
て
の
適
性
を
有
す
る
と

認
め
ら
れ
る
者
の
中
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。 

② 
職
員
の
昇
任
及
び
転
任
で
あ
つ
て
、
幹
部
職
へ
の
任
命
に
該
当
す
る
も
の

は
、
任
命
権
者
が
、
幹
部
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
職

員
の
人
事
評
価
に
基
づ
き
、
当
該
任
命
し
よ
う
と
す
る
幹
部
職
に
つ
い
て
の
適
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性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
中
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。 

③ 

任
命
権
者
は
、
幹
部
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
職
員
の
降
任
で
あ
つ

て
、
幹
部
職
へ
の
任
命
に
該
当
す
る
も
の
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
職
員
の
人

事
評
価
に
基
づ
き
、
当
該
任
命
し
よ
う
と
す
る
幹
部
職
に
つ
い
て
の
適
性
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
幹
部
職
に
任
命
す
る
も
の
と
す
る
。 

④ 

国
際
機
関
又
は
民
間
企
業
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
の
事
情
に
よ
り
人

事
評
価
が
行
わ
れ
て
い
な
い
職
員
の
う
ち
、
幹
部
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て

い
る
者
の
昇
任
、
降
任
又
は
転
任
で
あ
つ
て
、
幹
部
職
へ
の
任
命
に
該
当
す
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
任
命
権
者
が
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
評

価
以
外
の
能
力
の
実
証
に
基
づ
き
、
当
該
任
命
し
よ
う
と
す
る
幹
部
職
に
つ
い

て
の
適
性
を
判
断
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
内
閣
総
理
大
臣
及
び
内
閣
官
房
長
官
と
の
協
議
に
基
づ
く
任
用
等
） 

第
六
十
一
条
の
四 

任
命
権
者
は
、
職
員
の
選
考
に
よ
る
採
用
、
昇
任
、
転
任
及

び
降
任
で
あ
つ
て
幹
部
職
へ
の
任
命
に
該
当
す
る
も
の
、
幹
部
職
員
の
幹
部
職

以
外
の
官
職
へ
の
昇
任
、
転
任
及
び
降
任
並
び
に
幹
部
職
員
の
退
職
（
政
令
で

定
め
る
も
の
に
限
る
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
免
職
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
採
用
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
内
閣
総
理
大
臣
及
び
内
閣
官
房
長
官
に
協
議
し
た
上

で
、
当
該
協
議
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

② 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
災
害
そ
の
他
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、

あ
ら
か
じ
め
内
閣
総
理
大
臣
及
び
内
閣
官
房
長
官
に
協
議
す
る
時
間
的
余
裕

が
な
い
と
き
は
、
任
命
権
者
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
協
議
を
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行
う
こ
と
な
く
、
職
員
の
採
用
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

③ 

任
命
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
の
採
用
等
を
行
つ
た
場
合
に
は
、

内
閣
総
理
大
臣
及
び
内
閣
官
房
長
官
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
遅
滞
な
く
、
当

該
採
用
等
に
つ
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び

内
閣
官
房
長
官
に
協
議
し
、
当
該
協
議
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

④ 

内
閣
総
理
大
臣
又
は
内
閣
官
房
長
官
は
、
幹
部
職
員
に
つ
い
て
適
切
な
人
事

管
理
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
任
命
権
者
に
対

し
、
幹
部
職
員
の
昇
任
、
転
任
、
降
任
、
退
職
及
び
免
職
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
昇
任
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
協
議
が
調
つ
た
と
き
は
、
任
命
権
者
は
、
当
該
協
議
に
基

づ
い
て
昇
任
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
管
理
職
へ
の
任
用
に
関
す
る
運
用
の
管
理
） 

第
六
十
一
条
の
五 

任
命
権
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
的
に
、

及
び
内
閣
総
理
大
臣
の
求
め
が
あ
る
場
合
に
は
随
時
、
管
理
職
へ
の
任
用
の
状

況
を
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

② 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
五
十
四
条
第
二
項
第
四
号
の
基
準
に
照
ら
し
て
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
任
命
権
者
に
対
し
、
管
理
職
へ
の
任
用
に
関
す

る
運
用
の
改
善
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 

（
任
命
権
者
を
異
に
す
る
管
理
職
へ
の
任
用
に
係
る
調
整
） 
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第
六
十
一
条
の
六 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
任
命
権
者
を
異
に
す
る
管
理
職
（
自
衛

隊
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
管
理
職
を
含
む
。
）
へ
の
任

用
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
よ
う
、
任
命
権
者
に
対
す
る
情
報
提
供
、
任
命
権

者
相
互
間
の
情
報
交
換
の
促
進
そ
の
他
の
必
要
な
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
人
事
に
関
す
る
情
報
の
管
理
） 

第
六
十
一
条
の
七 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
こ
の
款
及
び
次
款
の
規
定
の
円
滑
な
運

用
を
図
る
た
め
、
内
閣
府
、
各
省
そ
の
他
の
機
関
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
機
関
の
幹
部
職
員
、
管
理
職
員
、
第
六
十
一
条
の
九
第
二

項
第
二
号
に
規
定
す
る
課
程
対
象
者
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
職
員
と
し
て

政
令
で
定
め
る
も
の
の
人
事
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。 

② 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
情
報
を
適
正
に
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
特
殊
性
を
有
す
る
幹
部
職
等
の
特
例
） 

第
六
十
一
条
の
八 

法
律
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
に
置
か
れ
る
機
関
（
内
閣
法
制

局
及
び
内
閣
府
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
内
閣
の
直
属
機
関
」
と
い

う
。
）
、
人
事
院
、
検
察
庁
及
び
会
計
検
査
院
の
官
職
（
当
該
官
職
が
内
閣
の

直
属
機
関
に
属
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
任
命
権
者
が
内
閣
の
委
任
を
受
け

て
任
命
権
を
行
う
者
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
一
条
の

二
か
ら
第
六
十
一
条
の
五
ま
で
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
第
五
十
七
条
、
第
五
十

八
条
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
七
条
中
「
採
用
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（
職
員
の
幹
部
職
へ
の
任
命
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
採

用
」
と
、
第
五
十
八
条
第
一
項
中
「
転
任
（
職
員
の
幹
部
職
へ
の
任
命
に
該
当

す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
転
任
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
降
任

さ
せ
る
場
合
（
職
員
の
幹
部
職
へ
の
任
命
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と

あ
る
の
は
「
降
任
さ
せ
る
場
合
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
転
任
（
職
員
の
幹
部

職
へ
の
任
命
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
転
任
」
と
、
前

条
第
一
項
中
「
、
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
、
当
該
機
関
の
職
員
が
適
格
性
審
査

を
受
け
る
場
合
そ
の
他
の
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に

限
り
、
政
令
」
と
す
る
。 

② 

警
察
庁
の
官
職
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
一
条
の
二
、
第
六
十
一
条
の
三
、
第

六
十
一
条
の
四
第
四
項
及
び
第
六
十
一
条
の
五
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
第
五
十

七
条
、
第
五
十
八
条
、
第
六
十
一
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
前
条

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
七
条
中
「
採
用
（
職
員
の
幹
部

職
へ
の
任
命
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
採
用
」
と
、
第

五
十
八
条
第
一
項
中
「
転
任
（
職
員
の
幹
部
職
へ
の
任
命
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
転
任
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
降
任
さ
せ
る
場
合

（
職
員
の
幹
部
職
へ
の
任
命
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
降

任
さ
せ
る
場
合
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
転
任
（
職
員
の
幹
部
職
へ
の
任
命
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
転
任
」
と
、
第
六
十
一
条
の
四

第
一
項
中
「
に
協
議
し
た
上
で
、
当
該
協
議
に
基
づ
い
て
行
う
」
と
あ
る
の
は

「
（
任
命
権
者
が
警
察
庁
長
官
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
国
家
公
安
委
員
会

を
通
じ
て
内
閣
総
理
大
臣
及
び
内
閣
官
房
長
官
）
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
内
閣
官
房
長
官
は
、
任
命
権
者
（
任
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命
権
者
が
警
察
庁
長
官
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
国
家
公
安
委
員
会
を
通
じ

て
任
命
権
者
）
に
対
し
、
当
該
幹
部
職
に
係
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
有
し
て

い
る
か
否
か
の
観
点
か
ら
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
同
条
第
二
項

中
「
に
協
議
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
（
任
命
権
者
が
警
察
庁
長
官
で
あ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
国
家
公
安
委
員
会
を
通
じ
て
内
閣
総
理
大
臣
及
び
内
閣
官
房
長

官
）
に
通
知
す
る
」
と
、
「
当
該
協
議
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
通
知
」
と
、
同

条
第
三
項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
及
び
内
閣
官
房
長
官
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、

遅
滞
な
く
」
と
あ
る
の
は
「
遅
滞
な
く
」
と
、
「
に
協
議
し
、
当
該
協
議
に
基

づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
（
任
命
権

者
が
警
察
庁
長
官
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
国
家
公
安
委
員
会
を
通
じ
て
内

閣
総
理
大
臣
及
び
内
閣
官
房
長
官
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
内
閣
官
房
長
官
は
、
任
命
権
者
（
任
命
権

者
が
警
察
庁
長
官
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
国
家
公
安
委
員
会
を
通
じ
て
任

命
権
者
）
に
対
し
、
当
該
幹
部
職
に
係
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
有
し
て
い
る

か
否
か
の
観
点
か
ら
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
」
と
、
前
条

第
一
項
中
「
、
政
令
」
と
あ
る
の
は
「
、
当
該
機
関
の
職
員
が
適
格
性
審
査
を

受
け
る
場
合
そ
の
他
の
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
限

り
、
政
令
」
と
す
る
。 

③ 

内
閣
法
制
局
、
宮
内
庁
、
外
局
と
し
て
置
か
れ
る
委
員
会
（
政
令
で
定
め
る

も
の
を
除
く
。
）
及
び
国
家
行
政
組
織
法
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
実
施
庁

の
幹
部
職
（
こ
れ
ら
の
機
関
の
長
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
一
条
の

四
第
四
項
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
同
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
任
命
権
者
の
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属
す
る
機
関
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
の
内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五

号
）
に
い
う
主
任
の
大
臣
（
第
三
項
に
お
い
て
単
に
「
主
任
の
大
臣
」
と
い
う
。
）

を
通
じ
て
内
閣
総
理
大
臣
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
」
と
あ
る

の
は
「
主
任
の
大
臣
を
通
じ
て
内
閣
総
理
大
臣
」
と
す
る
。 

 

第
七
款 

幹
部
候
補
育
成
課
程 

（
運
用
の
基
準
） 

第
六
十
一
条
の
九 

内
閣
総
理
大
臣
、
各
省
大
臣
（
自
衛
隊
法
第
三
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
自
衛
隊
員
の
任
免
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る
防
衛
大
臣
を

含
む
。
）
、
会
計
検
査
院
長
、
人
事
院
総
裁
そ
の
他
機
関
の
長
で
あ
つ
て
政
令

で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
各
大
臣
等
」
と
い
う
。
）

は
、
幹
部
職
員
の
候
補
と
な
り
得
る
管
理
職
員
（
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項

第
七
号
に
規
定
す
る
管
理
隊
員
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
そ

の
職
責
を
担
う
に
ふ
さ
わ
し
い
能
力
及
び
経
験
を
有
す
る
職
員
（
自
衛
隊
員

（
自
衛
官
を
除
く
。
）
を
含
む
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
育
成
す
る
た
め

の
課
程
（
以
下
「
幹
部
候
補
育
成
課
程
」
と
い
う
。
）
を
設
け
、
内
閣
総
理
大

臣
の
定
め
る
基
準
に
従
い
、
運
用
す
る
も
の
と
す
る
。 

② 

前
項
の
基
準
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

各
大
臣
等
が
、
そ
の
職
員
で
あ
つ
て
、
採
用
後
、
一
定
期
間
勤
務
し
た
経

験
を
有
す
る
も
の
の
中
か
ら
、
本
人
の
希
望
及
び
人
事
評
価
（
自
衛
隊
法
第

三
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
人
事
評
価
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
基
づ
い
て
、
幹
部
候
補
育
成
課
程
に
お
け
る
育
成
の
対
象
と
な
る
べ
き
者

を
随
時
選
定
す
る
こ
と
。 
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二 

各
大
臣
等
が
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
選
定
し
た
者
（
以
下
「
課
程
対
象
者
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
人
事
評
価
に
基
づ
い
て
、
引
き
続
き
課
程
対
象
者

と
す
る
か
ど
う
か
を
定
期
的
に
判
定
す
る
こ
と
。 

三 

各
大
臣
等
が
、
課
程
対
象
者
に
対
し
、
管
理
職
員
に
求
め
ら
れ
る
政
策
の

企
画
立
案
及
び
業
務
の
管
理
に
係
る
能
力
の
育
成
を
目
的
と
し
た
研
修
（
政

府
全
体
を
通
ず
る
も
の
を
除
く
。
）
を
実
施
す
る
こ
と
。 

四 

各
大
臣
等
が
、
課
程
対
象
者
に
対
し
、
管
理
職
員
に
求
め
ら
れ
る
政
策
の

企
画
立
案
及
び
業
務
の
管
理
に
係
る
能
力
の
育
成
を
目
的
と
し
た
研
修
で

あ
つ
て
、
政
府
全
体
を
通
ず
る
も
の
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
企
画
立
案

し
、
実
施
す
る
も
の
を
受
講
さ
せ
る
こ
と
。 

五 

各
大
臣
等
が
、
課
程
対
象
者
に
対
し
、
国
の
複
数
の
行
政
機
関
又
は
国
以

外
の
法
人
に
お
い
て
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
多
様
な
勤
務
を
経
験
す
る

機
会
を
付
与
す
る
こ
と
。 

六 

第
三
号
の
研
修
の
実
施
及
び
前
号
の
機
会
の
付
与
に
当
た
つ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

イ 

民
間
企
業
そ
の
他
の
法
人
に
お
け
る
勤
務
の
機
会
を
付
与
す
る
こ
と
。 

ロ 

国
際
機
関
、
在
外
公
館
そ
の
他
の
外
国
に
所
在
す
る
機
関
に
お
け
る
勤

務
又
は
海
外
へ
の
留
学
の
機
会
を
付
与
す
る
こ
と
。 

ハ 

所
掌
事
務
に
係
る
専
門
性
の
向
上
を
目
的
と
し
た
研
修
を
実
施
し
、
又

は
そ
の
向
上
に
資
す
る
勤
務
の
機
会
を
付
与
す
る
こ
と
。 

七 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
幹
部
候
補
育
成
課
程
に
関
す
る
政
府
全

体
と
し
て
の
統
一
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 
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（
研
修
計
画
） 

第
七
十
条
の
六 

人
事
院
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
関
係
庁
の
長
は
、
前
条
第
一
項

に
規
定
す
る
根
本
基
準
を
達
成
す
る
た
め
、
職
員
の
研
修
（
人
事
院
に
あ
つ
て

は
第
一
号
に
掲
げ
る
観
点
か
ら
行
う
研
修
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
に
あ
つ
て
は

第
二
号
に
掲
げ
る
観
点
か
ら
行
う
研
修
と
し
、
関
係
庁
の
長
に
あ
つ
て
は
第
三

号
に
掲
げ
る
観
点
か
ら
行
う
研
修
と
す
る
。
）
に
つ
い
て
計
画
を
樹
立
し
、
そ

の
実
施
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

〔
略
〕 

二 

内
閣
の
重
要
政
策
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
通
じ
た
行
政
各
部

の
施
策
の
統
一
性
の
確
保 

（
運
用
の
管
理
） 

第
六
十
一
条
の
十 

各
大
臣
等
（
会
計
検
査
院
長
及
び
人
事
院
総
裁
を
除
く
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
的
に
、
及

び
内
閣
総
理
大
臣
の
求
め
が
あ
る
場
合
に
は
随
時
、
幹
部
候
補
育
成
課
程
の
運

用
の
状
況
を
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

② 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
基
準
に
照
ら
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
場
合
に
は
、
各
大
臣
等
に
対
し
、
幹
部
候
補
育
成
課
程
の
運
用
の
改
善
そ
の

他
の
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
任
命
権
者
を
異
に
す
る
任
用
に
係
る
調
整
） 

第
六
十
一
条
の
十
一 

第
六
十
一
条
の
六
の
規
定
は
、
任
命
権
者
を
異
に
す
る
官

職
へ
の
課
程
対
象
者
の
任
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
研
修
計
画
） 

第
七
十
条
の
六 

人
事
院
、
内
閣
総
理
大
臣
及
び
関
係
庁
の
長
は
、
前
条
第
一
項

に
規
定
す
る
根
本
基
準
を
達
成
す
る
た
め
、
職
員
の
研
修
（
人
事
院
に
あ
つ
て

は
第
一
号
に
掲
げ
る
観
点
か
ら
行
う
研
修
と
し
、
内
閣
総
理
大
臣
に
あ
つ
て
は

第
二
号
に
掲
げ
る
観
点
か
ら
行
う
研
修
と
し
、
関
係
庁
の
長
に
あ
つ
て
は
第
三

号
に
掲
げ
る
観
点
か
ら
行
う
研
修
と
す
る
。
）
に
つ
い
て
計
画
を
樹
立
し
、
そ

の
実
施
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
〔
略
〕 

二 

各
行
政
機
関
の
課
程
対
象
者
の
政
府
全
体
を
通
じ
た
育
成
又
は
内
閣
の

重
要
政
策
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
通
じ
た
行
政
各
部
の
施
策
の
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三 
〔
略
〕 

②
～
⑤ 
〔
略
〕 

                    

統
一
性
の
確
保 

三 

〔
略
〕 

②
～
⑤ 

〔
略
〕 

 

（
幹
部
職
員
の
降
任
に
関
す
る
特
例
） 

第
七
十
八
条
の
二 

任
命
権
者
は
、
幹
部
職
員
（
幹
部
職
の
う
ち
職
制
上
の
段
階

が
最
下
位
の
段
階
の
も
の
を
占
め
る
幹
部
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

と
き
は
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
幹
部
職
員
が
前
条
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
意
に

反
し
て
降
任
（
直
近
下
位
の
職
制
上
の
段
階
に
属
す
る
幹
部
職
へ
の
降
任
に
限

る
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

当
該
幹
部
職
員
が
、
人
事
評
価
又
は
勤
務
の
状
況
を
示
す
事
実
に
照
ら
し

て
、
他
の
官
職
（
同
じ
職
制
上
の
段
階
に
属
す
る
他
の
官
職
で
あ
つ
て
、
当

該
官
職
に
対
す
る
任
命
権
が
当
該
幹
部
職
員
の
任
命
権
者
に
属
す
る
も
の

を
い
う
。
第
三
号
に
お
い
て
「
他
の
官
職
」
と
い
う
。
）
を
占
め
る
他
の
幹

部
職
員
に
比
し
て
勤
務
実
績
が
劣
つ
て
い
る
も
の
と
し
て
人
事
院
規
則
で

定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合 

二 

当
該
幹
部
職
員
が
現
に
任
命
さ
れ
て
い
る
官
職
に
幹
部
職
員
と
な
り
得

る
他
の
特
定
の
者
を
任
命
す
る
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
他
の
特

定
の
者
が
、
人
事
評
価
又
は
勤
務
の
状
況
を
示
す
事
実
そ
の
他
の
客
観
的
な

事
実
及
び
当
該
官
職
に
つ
い
て
の
適
性
に
照
ら
し
て
、
当
該
幹
部
職
員
よ
り

優
れ
た
業
績
を
挙
げ
る
こ
と
が
十
分
見
込
ま
れ
る
場
合
と
し
て
人
事
院
規
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（
定
年
退
職
者
等
の
再
任
用
） 

第
八
十
一
条
の
四 

任
命
権
者
は
、
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退

職
し
た
者
若
し
く
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者
若
し
く

は
定
年
退
職
日
以
前
に
退
職
し
た
者
の
う
ち
勤
続
期
間
等
を
考
慮
し
て
こ
れ

ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者
（
以
下
「
定
年
退
職
者
等
」

と
い
う
。
）
又
は
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
規
定

に
よ
り
退
職
し
た
者
で
あ
つ
て
定
年
退
職
者
等
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事

院
規
則
で
定
め
る
者
（
次
条
に
お
い
て
「
自
衛
隊
法
に
よ
る
定
年
退
職
者
等
」

と
い
う
。
）
を
、
従
前
の
勤
務
実
績
等
に
基
づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え

な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
常
時
勤
務
を
要
す
る
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
そ
の
者
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
官
職
に
係
る
定

則
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合 

三 

当
該
幹
部
職
員
に
つ
い
て
、
欠
員
を
生
じ
、
若
し
く
は
生
ず
る
と
見
込
ま

れ
る
他
の
官
職
に
つ
い
て
の
適
性
が
他
の
候
補
者
と
比
較
し
て
十
分
で
な

い
場
合
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
若
し
く
は

他
の
官
職
の
職
務
を
行
う
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
幹
部
職
員
が

当
該
他
の
官
職
に
現
に
就
い
て
い
る
他
の
職
員
よ
り
優
れ
た
業
績
を
挙
げ

る
こ
と
が
十
分
見
込
ま
れ
る
場
合
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
要
件
に

該
当
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
転
任
さ
せ
る
べ
き
適
当
な
官
職
が
な
い
と
認
め

ら
れ
る
場
合
又
は
幹
部
職
員
の
任
用
を
適
切
に
行
う
た
め
当
該
幹
部
職
員

を
降
任
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
そ
の
他

の
場
合 

 

（
定
年
退
職
者
等
の
再
任
用
） 

第
八
十
一
条
の
四 

任
命
権
者
は
、
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退

職
し
た
者
若
し
く
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
た
後
退
職
し
た
者
若
し
く

は
定
年
退
職
日
以
前
に
退
職
し
た
者
の
う
ち
勤
続
期
間
等
を
考
慮
し
て
こ
れ

ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者
（
以
下
「
定
年
退
職
者
等
」

と
い
う
。
）
又
は
自
衛
隊
法
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
た
者
で
あ
つ
て
定
年
退
職

者
等
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
者
（
次
条
に
お
い
て
「
自

衛
隊
法
に
よ
る
定
年
退
職
者
等
」
と
い
う
。
）
を
、
従
前
の
勤
務
実
績
等
に
基

づ
く
選
考
に
よ
り
、
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
任
期
を
定
め
、
常
時
勤
務
を

要
す
る
官
職
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
者
が
そ
の
者
を
採

用
し
よ
う
と
す
る
官
職
に
係
る
定
年
に
達
し
て
い
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
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年
に
達
し
て
い
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

②
・
③ 

〔
略
〕 

 

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
規
制
） 

第
百
六
条
の
四 
〔
略
〕 

② 

〔
略
〕 

③ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
再
就
職
者
の
う
ち
、
国
家
行
政
組
織

法
第
六
条
に
規
定
す
る
長
官
、
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
局

長
若
し
く
は
局
長
の
職
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
職
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る

も
の
に
就
い
て
い
た
者
は
、
当
該
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
府
省

そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
国
の
機
関
、
行
政
執
行
法
人
若
し
く
は
都
道
府
県
警

察
（
以
下
「
局
長
等
と
し
て
の
在
職
機
関
」
と
い
う
。
）
に
属
す
る
役
職
員
又

は
こ
れ
に
類
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
契
約
等
事
務
で
あ

つ
て
局
長
等
と
し
て
の
在
職
機
関
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
に
関
し
、
離
職
後
二

年
間
、
職
務
上
の
行
為
を
す
る
よ
う
に
、
又
は
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
、
又
は

依
頼
し
て
は
な
ら
な
い
。 

④
～
⑨ 

〔
略
〕 

 

（
委
員
長
及
び
委
員
の
任
命
） 

第
百
六
条
の
八 

委
員
長
及
び
委
員
は
、
人
格
が
高
潔
で
あ
り
、
職
員
の
退
職
管

理
に
関
す
る
事
項
に
関
し
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
法
律
又
は
社
会

に
関
す
る
学
識
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
役
職
員
又
は
自
衛
隊
員

（
自
衛
隊
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
隊
員
を
い
う
。
第
百
六
条
の
十
第
三

な
い
。 

②
・
③ 

〔
略
〕 

 

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
規
制
） 

第
百
六
条
の
四 

〔
略
〕 

② 

〔
略
〕 

③ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
再
就
職
者
の
う
ち
、
国
家
行
政
組
織

法
第
六
条
に
規
定
す
る
長
官
、
同
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
次

官
、
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
局
長
若
し
く
は
局
長
の
職
又

は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
職
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
就
い
て
い
た
者
は
、

当
該
職
に
就
い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
府
省
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る

国
の
機
関
、
行
政
執
行
法
人
若
し
く
は
都
道
府
県
警
察
（
以
下
「
局
長
等
と
し

て
の
在
職
機
関
」
と
い
う
。
）
に
属
す
る
役
職
員
又
は
こ
れ
に
類
す
る
者
と
し

て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
契
約
等
事
務
で
あ
つ
て
局
長
等
と
し
て
の
在

職
機
関
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
に
関
し
、
離
職
後
二
年
間
、
職
務
上
の
行
為
を

す
る
よ
う
に
、
又
は
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
、
又
は
依
頼
し
て
は
な
ら
な
い
。 

④
～
⑨ 

〔
略
〕 

 

（
委
員
長
及
び
委
員
の
任
命
） 

第
百
六
条
の
八 

委
員
長
及
び
委
員
は
、
人
格
が
高
潔
で
あ
り
、
職
員
の
退
職
管

理
に
関
す
る
事
項
に
関
し
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
法
律
又
は
社
会

に
関
す
る
学
識
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
か
つ
、
役
職
員
又
は
自
衛
隊
員

と
し
て
の
前
歴
（
検
察
官
そ
の
他
の
職
務
の
特
殊
性
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
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号
及
び
第
百
六
条
の
十
四
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し
て
の
前
歴
（
検
察

官
そ
の
他
の
職
務
の
特
殊
性
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
者
と
し
て
の
前
歴

を
除
く
。
）
を
有
し
な
い
者
の
う
ち
か
ら
、
両
議
院
の
同
意
を
得
て
、
内
閣
総

理
大
臣
が
任
命
す
る
。 

②
・
③ 

〔
略
〕 

 

第
百
九
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は

五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一
～
十
五 

〔
略
〕 

十
六 

国
家
行
政
組
織
法
第
六
条
に
規
定
す
る
長
官
、
同
法
第
二
十
一
条
第
一

項
に
規
定
す
る
事
務
局
長
若
し
く
は
局
長
の
職
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
職

で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
就
い
て
い
た
者
で
あ
つ
て
、
離
職
後
二
年

を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
、
局
長
等
と
し
て
の
在
職
機
関
に
属
す
る
役
職
員

又
は
こ
れ
に
類
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
契
約
等
事
務

で
あ
つ
て
局
長
等
と
し
て
の
在
職
機
関
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
に
関
し
、
職

務
上
不
正
な
行
為
を
す
る
よ
う
に
、
又
は
相
当
の
行
為
を
し
な
い
よ
う
に
要

求
し
、
又
は
依
頼
し
た
再
就
職
者 

 

十
七
・
十
八 

〔
略
〕 

る
者
と
し
て
の
前
歴
を
除
く
。
）
を
有
し
な
い
者
の
う
ち
か
ら
、
両
議
院
の
同

意
を
得
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。 

  

②
・
③ 

〔
略
〕 

 

第
百
九
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は

五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一
～
十
五 

〔
略
〕 

十
六 

国
家
行
政
組
織
法
第
六
条
に
規
定
す
る
長
官
、
同
法
第
十
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
事
務
次
官
、
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
局
長

若
し
く
は
局
長
の
職
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
職
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る

も
の
に
就
い
て
い
た
者
で
あ
つ
て
、
離
職
後
二
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間

に
、
局
長
等
と
し
て
の
在
職
機
関
に
属
す
る
役
職
員
又
は
こ
れ
に
類
す
る
者

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
契
約
等
事
務
で
あ
つ
て
局
長
等
と
し

て
の
在
職
機
関
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
に
関
し
、
職
務
上
不
正
な
行
為
を
す

る
よ
う
に
、
又
は
相
当
の
行
為
を
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
、
又
は
依
頼
し
た

再
就
職
者 

十
七
・
十
八 

〔
略
〕 
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○
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
七
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

（
定
義
） 

第
二
条 

〔
略
〕 

２
～
４ 

〔
略
〕 

５ 

こ
の
法
律
（
第
九
十
四
条
の
七
第
三
号
を
除
く
。
）
に
お
い
て
「
隊
員
」
と

は
、
防
衛
省
の
職
員
で
、
防
衛
大
臣
、
防
衛
副
大
臣
、
防
衛
大
臣
政
務
官
、
防

衛
大
臣
補
佐
官
、
防
衛
大
臣
政
策
参
与
、
防
衛
大
臣
秘
書
官
、
国
家
行
政
組
織

法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
幹

部
職
員
、
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
合
議
制
の
機
関
の
委
員
、
同
項
の
政
令
で

定
め
る
部
局
に
勤
務
す
る
職
員
及
び
同
項
の
政
令
で
定
め
る
職
に
あ
る
職
員

以
外
の
も
の
を
い
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
三
十
条
の
二 

こ
の
章
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
～
五 

〔
略
〕 

    

（
定
義
） 

第
二
条 

〔
略
〕 

２
～
４ 

〔
略
〕 

５ 

こ
の
法
律
（
第
九
十
四
条
の
七
第
三
号
を
除
く
。
）
に
お
い
て
「
隊
員
」
と

は
、
防
衛
省
の
職
員
で
、
防
衛
大
臣
、
防
衛
副
大
臣
、
防
衛
大
臣
政
務
官
、
防

衛
大
臣
補
佐
官
、
防
衛
大
臣
政
策
参
与
、
防
衛
大
臣
秘
書
官
、
第
一
項
の
政
令

で
定
め
る
合
議
制
の
機
関
の
委
員
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
部
局
に
勤
務
す
る

職
員
及
び
同
項
の
政
令
で
定
め
る
職
に
あ
る
職
員
以
外
の
も
の
を
い
う
も
の

と
す
る
。 

  

（
定
義
） 

第
三
十
条
の
二 

こ
の
章
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
～
五 

〔
略
〕 

六 

幹
部
隊
員 

防
衛
省
の
事
務
次
官
若
し
く
は
防
衛
審
議
官
、
防
衛
省
本
省

の
官
房
長
、
局
長
若
し
く
は
次
長
、
防
衛
装
備
庁
長
官
若
し
く
は
防
衛
装
備

庁
の
部
長
の
官
職
又
は
こ
れ
ら
の
官
職
に
準
ず
る
官
職
で
あ
つ
て
政
令
で

定
め
る
も
の
（
以
下
「
幹
部
職
」
と
い
う
。
）
を
占
め
る
自
衛
官
以
外
の
隊
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六 
〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

 

（
任
命
権
者
等
） 

第
三
十
一
条 

隊
員
の
任
用
、
休
職
、
復
職
、
退
職
、
免
職
、
補
職
及
び
懲
戒
処

分
（
次
項
に
お
い
て
「
任
用
等
」
と
い
う
。
）
は
、
防
衛
大
臣
又
は
そ
の
委
任

を
受
け
た
者
（
防
衛
装
備
庁
の
職
員
で
あ
る
隊
員
（
自
衛
官
を
除
く
。
第
四
十

八
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
防
衛
装
備
庁
長
官
又
は
そ
の
委

任
を
受
け
た
者
）
が
行
う
。 

２ 

〔
略
〕 

３ 

隊
員
の
採
用
後
の
任
用
、
給
与
そ
の
他
の
人
事
管
理
は
、
隊
員
の
採
用
年
次

及
び
合
格
し
た
試
験
の
種
類
に
と
ら
わ
れ
て
は
な
ら
ず
、
こ
の
法
律
に
特
段
の

定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
人
事
評
価
（
隊
員
が
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る

に
当
た
り
発
揮
し
た
能
力
及
び
挙
げ
た
業
績
を
把
握
し
た
上
で
行
わ
れ
る
勤

務
成
績
の
評
価
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
い
て
適
切
に
行
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

   

４ 

隊
員
の
退
職
管
理
は
、
防
衛
大
臣
が
行
う
。
た
だ
し
、
第
六
十
五
条
の
二
第

二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
若
年
定
年
等
隊
員
以
外
の
隊
員
の
退
職
管
理
（
第
六

十
五
条
の
三
第
二
項
第
五
号
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員

員
を
い
う
。 

七 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

 

（
任
命
権
者
等
） 

第
三
十
一
条 

隊
員
の
任
用
、
休
職
、
復
職
、
退
職
、
免
職
、
補
職
及
び
懲
戒
処

分
（
次
項
に
お
い
て
「
任
用
等
」
と
い
う
。
）
は
、
幹
部
隊
員
に
あ
つ
て
は
防

衛
大
臣
が
、
幹
部
隊
員
以
外
の
隊
員
に
あ
つ
て
は
防
衛
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を

受
け
た
者
（
防
衛
装
備
庁
の
職
員
で
あ
る
隊
員
（
自
衛
官
を
除
く
。
）
に
あ
つ

て
は
、
防
衛
装
備
庁
長
官
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
）
が
行
う
。 

２ 

〔
略
〕 

３ 

隊
員
の
採
用
後
の
任
用
、
給
与
そ
の
他
の
人
事
管
理
は
、
隊
員
の
採
用
年
次
、

合
格
し
た
試
験
の
種
類
及
び
課
程
対
象
者
（
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
百
二
十
号
）
第
六
十
一
条
の
九
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
課
程
対
象

者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
あ
る
か
否
か
又
は
課
程
対
象
者
で
あ
つ
た
か
否
か
に
と
ら
わ
れ
て
は
な
ら

ず
、
こ
の
法
律
に
特
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
人
事
評
価
（
隊
員

が
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
発
揮
し
た
能
力
及
び
挙
げ
た
業
績
を
把

握
し
た
上
で
行
わ
れ
る
勤
務
成
績
の
評
価
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
基
づ
い

て
適
切
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 
隊
員
の
退
職
管
理
は
、
防
衛
大
臣
が
行
う
。
た
だ
し
、
第
六
十
五
条
の
二
第

二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
若
年
定
年
等
隊
員
以
外
の
隊
員
の
退
職
管
理
（
第
六

十
五
条
の
三
第
二
項
第
五
号
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
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法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
六
条
の
三
第
五
項
、
第
六
十
五

条
の
四
第
五
項
第
六
号
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
六
条
の

四
第
八
項
、
第
六
十
五
条
の
四
第
十
項
、
第
六
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第
十
八
条
の
四
（
同
項
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
、
第
百
六
条
の
十
六
か
ら
第
百
六
条
の
二
十
ま
で
、
第
百
六
条
の

二
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
六
条
の
二
十
二
並
び
に
第
六
十
五

条
の
九
の
規
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、

内
閣
総
理
大
臣
が
行
う
。 

５ 

〔
略
〕 

              

法
第
百
六
条
の
三
第
五
項
、
第
六
十
五
条
の
四
第
五
項
第
六
号
、
同
条
第
九
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
六
条
の
四
第
八
項
、
第
六
十
五
条
の
四
第
十

項
、
第
六
十
五
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
の
三
第
一

項
、
第
十
八
条
の
四
（
同
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
六
条
の
十
六
か

ら
第
百
六
条
の
二
十
ま
で
、
第
百
六
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に

第
百
六
条
の
二
十
二
並
び
に
第
六
十
五
条
の
九
の
規
定
に
係
る
も
の
に
限
る
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
つ
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
行
う
。 

 

５ 

〔
略
〕 

 

（
幹
部
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
の
中
か
ら
の
任
用
） 

第
三
十
一
条
の
三 

選
考
に
よ
る
隊
員
（
自
衛
官
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
、

第
三
十
一
条
の
六
、
第
四
十
二
条
の
二
、
第
四
十
四
条
の
二
、
第
四
十
四
条
の

三
及
び
第
四
十
四
条
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
採
用
で
あ
つ
て
、
幹
部
職
へ

の
任
命
に
該
当
す
る
も
の
は
、
防
衛
大
臣
が
、
幹
部
候
補
者
名
簿
（
国
家
公
務

員
法
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
幹
部
候
補
者
名
簿
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
当
該
任
命
し

よ
う
と
す
る
幹
部
職
に
つ
い
て
の
適
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
中

か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 
隊
員
の
昇
任
及
び
転
任
で
あ
つ
て
、
幹
部
職
へ
の
任
命
に
該
当
す
る
も
の

は
、
防
衛
大
臣
が
、
幹
部
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
隊

員
の
人
事
評
価
に
基
づ
き
、
当
該
任
命
し
よ
う
と
す
る
幹
部
職
に
つ
い
て
の
適

性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
中
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。 
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３ 

防
衛
大
臣
は
、
幹
部
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
隊
員
の
降
任
で
あ
つ

て
、
幹
部
職
へ
の
任
命
に
該
当
す
る
も
の
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
隊
員
の
人

事
評
価
に
基
づ
き
、
当
該
任
命
し
よ
う
と
す
る
幹
部
職
に
つ
い
て
の
適
性
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
幹
部
職
に
任
命
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

国
際
機
関
又
は
民
間
企
業
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ

り
人
事
評
価
が
行
わ
れ
て
い
な
い
隊
員
の
う
ち
、
幹
部
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ

れ
て
い
る
隊
員
の
昇
任
、
転
任
又
は
降
任
で
あ
つ
て
、
幹
部
職
へ
の
任
命
に
該

当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
防
衛
大
臣
が
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

人
事
評
価
以
外
の
能
力
の
実
証
に
基
づ
き
、
当
該
任
命
し
よ
う
と
す
る
幹
部
職

に
つ
い
て
の
適
性
を
判
断
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
内
閣
総
理
大
臣
及
び
内
閣
官
房
長
官
と
の
協
議
に
基
づ
く
任
用
等
） 

第
三
十
一
条
の
四 

防
衛
大
臣
は
、
隊
員
の
選
考
に
よ
る
採
用
、
昇
任
、
転
任
及

び
降
任
で
あ
つ
て
幹
部
職
へ
の
任
命
に
該
当
す
る
も
の
、
幹
部
隊
員
の
幹
部
職

以
外
の
官
職
へ
の
昇
任
、
転
任
及
び
降
任
並
び
に
幹
部
隊
員
の
退
職
（
政
令
で

定
め
る
も
の
に
限
る
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
免
職
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
採
用
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場
合
に
は
、
防
衛
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
内
閣
総
理
大
臣
及
び
内
閣
官
房
長
官
に
協
議
し

た
上
で
、
当
該
協
議
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
災
害
そ
の
他
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、

あ
ら
か
じ
め
内
閣
総
理
大
臣
及
び
内
閣
官
房
長
官
に
協
議
す
る
時
間
的
余
裕

が
な
い
と
き
は
、
防
衛
大
臣
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
協
議
を

行
う
こ
と
な
く
、
隊
員
の
採
用
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 
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３ 

防
衛
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
隊
員
の
採
用
等
を
行
つ
た
場
合
に
は
、

内
閣
総
理
大
臣
及
び
内
閣
官
房
長
官
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
遅
滞
な
く
、
当

該
採
用
等
に
つ
い
て
、
防
衛
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣

及
び
内
閣
官
房
長
官
に
協
議
し
、
当
該
協
議
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

内
閣
総
理
大
臣
又
は
内
閣
官
房
長
官
は
、
幹
部
隊
員
に
つ
い
て
適
切
な
人
事

管
理
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
防
衛
大
臣
に
対

し
、
幹
部
隊
員
の
昇
任
、
転
任
、
降
任
、
退
職
及
び
免
職
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
昇
任
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
協
議
が
調
つ
た
と
き
は
、
防
衛
大
臣
は
、
当
該
協
議
に
基

づ
い
て
昇
任
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
管
理
職
へ
の
任
用
に
関
す
る
運
用
の
管
理
） 

第
三
十
一
条
の
五 

防
衛
大
臣
及
び
防
衛
装
備
庁
長
官
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
定
期
的
に
、
及
び
内
閣
総
理
大
臣
の
求
め
が
あ
る
場
合
に
は
随
時
、

管
理
職
へ
の
任
用
の
状
況
を
内
閣
総
理
大
臣
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
三
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
昇
任
等
基
本

方
針
に
準
じ
て
防
衛
大
臣
が
内
閣
総
理
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
基
準
の
う

ち
、
管
理
職
へ
の
任
用
に
関
す
る
基
準
に
照
ら
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場

合
に
は
、
防
衛
大
臣
又
は
防
衛
装
備
庁
長
官
に
対
し
、
管
理
職
へ
の
任
用
に
関

す
る
運
用
の
改
善
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。 
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（
隊
員
の
昇
任
、
降
任
及
び
転
任
） 

第
三
十
七
条 

隊
員
の
昇
任
及
び
転
任
（
自
衛
官
に
あ
つ
て
は
、
昇
任
）
は
、
人

事
評
価
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

能
力
及
び
適
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
中
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一
・
二 

〔
略
〕 

２ 

隊
員
を
降
任
さ
せ
る
場
合
は
、
懲
戒
処
分
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
人
事
評
価

に
基
づ
き
、
当
該
隊
員
が
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
能
力
及
び
適
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
階
級
又
は
官
職
に
任
命
す

る
も
の
と
す
る
。 

３ 

国
際
機
関
又
は
民
間
企
業
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ

り
、
人
事
評
価
が
行
わ
れ
て
い
な
い
隊
員
の
昇
任
、
降
任
又
は
転
任
（
自
衛
官

に
あ
つ
て
は
、
昇
任
又
は
降
任
）
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
人
事
評
価
以
外
の
能
力
の
実
証
に
基
づ
き
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
能
力
及
び
適
性
を
判
断
し
て
行
う
こ
と
が
で
き

（
人
事
に
関
す
る
情
報
の
管
理
） 

第
三
十
一
条
の
六 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
防
衛
大
臣
又
は
防
衛
装
備
庁
長
官
に
対

し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
幹
部
隊
員
、
管
理
隊
員
、
課
程
対
象
者

で
あ
る
隊
員
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
隊
員
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の

人
事
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
情
報
を
適
正
に
管
理
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
隊
員
の
昇
任
、
降
任
及
び
転
任
） 

第
三
十
七
条 

隊
員
の
昇
任
及
び
転
任
（
自
衛
官
に
あ
つ
て
は
、
昇
任
）
は
、
隊

員
の
幹
部
職
へ
の
任
命
に
該
当
す
る
も
の
を
除
き
、
人
事
評
価
に
基
づ
き
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
能
力
及
び
適
性
を
有
す

る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
中
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

〔
略
〕 

２ 

隊
員
を
降
任
さ
せ
る
場
合
（
隊
員
の
幹
部
職
へ
の
任
命
に
該
当
す
る
場
合
を

除
く
。
）
は
、
懲
戒
処
分
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
人
事
評
価
に
基
づ
き
、
当
該

隊
員
が
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
能
力
及
び

適
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
階
級
又
は
官
職
に
任
命
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

国
際
機
関
又
は
民
間
企
業
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ

り
、
人
事
評
価
が
行
わ
れ
て
い
な
い
隊
員
の
昇
任
、
降
任
又
は
転
任
（
自
衛
官

に
あ
つ
て
は
、
昇
任
又
は
降
任
）
に
つ
い
て
は
、
隊
員
の
幹
部
職
へ
の
任
命
に

該
当
す
る
も
の
を
除
き
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
評
価
以
外
の

能
力
の
実
証
に
基
づ
き
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
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る
。 

４ 
〔
略
〕 

                     

定
め
る
能
力
及
び
適
性
を
判
断
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

〔
略
〕 

 

（
幹
部
隊
員
の
降
任
に
関
す
る
特
例
） 

第
四
十
二
条
の
二 

防
衛
大
臣
は
、
幹
部
隊
員
（
幹
部
職
の
う
ち
職
制
上
の
段
階

が
最
下
位
の
段
階
の
も
の
を
占
め
る
幹
部
隊
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

と
き
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
幹
部
隊
員
が
前
条
各
号
に
掲

げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
意
に
反
し
て

降
任
（
直
近
下
位
の
職
制
上
の
段
階
に
属
す
る
幹
部
職
へ
の
降
任
に
限
る
。
）

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

当
該
幹
部
隊
員
が
、
人
事
評
価
又
は
勤
務
の
状
況
を
示
す
事
実
に
照
ら
し

て
、
同
じ
職
制
上
の
段
階
に
属
す
る
他
の
官
職
を
占
め
る
他
の
幹
部
隊
員
に

比
し
て
勤
務
実
績
が
劣
つ
て
い
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該

当
す
る
場
合 

二 

当
該
幹
部
隊
員
が
現
に
任
命
さ
れ
て
い
る
官
職
に
幹
部
隊
員
と
な
り
得

る
他
の
特
定
の
者
を
任
命
す
る
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
他
の
特

定
の
者
が
、
人
事
評
価
又
は
勤
務
の
状
況
を
示
す
事
実
そ
の
他
の
客
観
的
な

事
実
及
び
当
該
官
職
に
つ
い
て
の
適
性
に
照
ら
し
て
、
当
該
幹
部
隊
員
よ
り

優
れ
た
業
績
を
挙
げ
る
こ
と
が
十
分
見
込
ま
れ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定

め
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合 

三 

当
該
幹
部
隊
員
に
つ
い
て
、
欠
員
を
生
じ
、
若
し
く
は
生
ず
る
と
見
込
ま

れ
る
同
じ
職
制
上
の
段
階
に
属
す
る
他
の
官
職
に
つ
い
て
の
適
性
が
他
の
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（
自
衛
官
以
外
の
隊
員
の
定
年
及
び
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
） 

第
四
十
四
条
の
二 

隊
員
（
自
衛
官
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
四
十

四
条
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
定
年
に
達
し
た
と
き
は
、
定
年
に
達
し
た

日
以
後
に
お
け
る
最
初
の
三
月
三
十
一
日
又
は
防
衛
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
指

定
す
る
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
（
次
条
及
び
第
四
十
四
条
の
四
に
お
い
て
「
定

年
退
職
日
」
と
い
う
。
）
に
退
職
す
る
。 

２
・
３ 

〔
略
〕 

 

（
審
査
請
求
の
特
例
） 

第
四
十
八
条
の
二 

防
衛
装
備
庁
の
職
員
で
あ
る
隊
員
は
、
防
衛
装
備
庁
長
官
に

よ
り
、
そ
の
意
に
反
し
て
、
降
任
さ
れ
、
休
職
に
さ
れ
、
若
し
く
は
免
職
さ
れ
、

又
は
懲
戒
処
分
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
防
衛
大
臣
に
対
し
て
審
査
請
求

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

候
補
者
と
比
較
し
て
十
分
で
な
い
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該

当
す
る
こ
と
若
し
く
は
同
じ
職
制
上
の
段
階
に
属
す
る
他
の
官
職
の
職
務

を
行
う
と
仮
定
し
た
場
合
に
お
い
て
当
該
幹
部
隊
員
が
当
該
他
の
官
職
に

現
に
就
い
て
い
る
他
の
隊
員
よ
り
優
れ
た
業
績
を
挙
げ
る
こ
と
が
十
分
見

込
ま
れ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、

転
任
さ
せ
る
べ
き
適
当
な
官
職
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
又
は
幹
部
隊

員
の
任
用
を
適
切
に
行
う
た
め
当
該
幹
部
隊
員
を
降
任
さ
せ
る
必
要
が
あ

る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
そ
の
他
の
場
合 

 

（
自
衛
官
以
外
の
隊
員
の
定
年
及
び
定
年
に
よ
る
退
職
の
特
例
） 

第
四
十
四
条
の
二 

隊
員
は
、
定
年
に
達
し
た
と
き
は
、
定
年
に
達
し
た
日
以
後

に
お
け
る
最
初
の
三
月
三
十
一
日
又
は
防
衛
大
臣
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る

日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
（
次
条
及
び
第
四
十
四
条
の
四
に
お
い
て
「
定
年
退
職

日
」
と
い
う
。
）
に
退
職
す
る
。 

 

２
・
３ 

〔
略
〕 

 

（
審
査
請
求
の
特
例
） 

第
四
十
八
条
の
二 

防
衛
装
備
庁
の
職
員
で
あ
る
隊
員
（
幹
部
隊
員
及
び
自
衛
官

を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
防
衛
装
備
庁
長
官
に
よ
り
、
そ
の
意

に
反
し
て
、
降
任
さ
れ
、
休
職
に
さ
れ
、
若
し
く
は
免
職
さ
れ
、
又
は
懲
戒
処

分
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
防
衛
大
臣
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 
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２ 

〔
略
〕 

 
（
審
査
請
求
の
処
理
） 

第
四
十
九
条 
〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

防
衛
大
臣
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
請
求
を
受
け
た
場
合
に
は
、
こ
れ

を
審
議
会
等
（
国
家
行
政
組
織
法
第
八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
付
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４
～
７ 

〔
略
〕 

 

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
規
制
） 

第
六
十
五
条
の
四 

〔
略
〕 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
再
就
職
者
の
う
ち
、
防
衛
省
本
省
若
し

く
は
防
衛
装
備
庁
の
内
部
部
局
に
置
か
れ
る
課
の
課
長
の
職
又
は
当
該
職
若

し
く
は
防
衛
省
本
省
若
し
く
は
防
衛
装
備
庁
の
内
部
部
局
に
置
か
れ
る
部
の

部
長
若
し
く
は
課
の
課
長
の
職
に
準
ず
る
職
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の

に
、
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
就
い
て
い
た
者
は
、
当
該
職
に
就

い
て
い
た
時
に
在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
に
属
す
る
隊
員
又
は
こ
れ
に
類
す

る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
契
約
等
事
務
で
あ
つ
て
離
職
し
た

日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
の
職
務
（
当
該
職
に
就
い
て
い
た
と
き
の
職
務
に
限

る
。
）
に
属
す
る
も
の
に
関
し
、
離
職
後
二
年
間
、
職
務
上
の
行
為
を
す
る
よ

う
に
、
又
は
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
、
又
は
依
頼
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

〔
略
〕 

 

（
審
査
請
求
の
処
理
） 

第
四
十
九
条 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

３ 

防
衛
大
臣
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
請
求
を
受
け
た
場
合
に
は
、
こ
れ

を
審
議
会
等
（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
八

条
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
付
議

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４
～
７ 

〔
略
〕 

 

（
再
就
職
者
に
よ
る
依
頼
等
の
規
制
） 

第
六
十
五
条
の
四 

〔
略
〕 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
再
就
職
者
の
う
ち
、
防
衛
省
本
省
若
し

く
は
防
衛
装
備
庁
の
内
部
部
局
に
置
か
れ
る
部
の
部
長
若
し
く
は
課
の
課
長

の
職
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
職
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
、
離
職
し
た

日
の
五
年
前
の
日
よ
り
前
に
就
い
て
い
た
者
は
、
当
該
職
に
就
い
て
い
た
時
に

在
職
し
て
い
た
局
等
組
織
に
属
す
る
隊
員
又
は
こ
れ
に
類
す
る
者
と
し
て
政

令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
契
約
等
事
務
で
あ
つ
て
離
職
し
た
日
の
五
年
前
の

日
よ
り
前
の
職
務
（
当
該
職
に
就
い
て
い
た
と
き
の
職
務
に
限
る
。
）
に
属
す

る
も
の
に
関
し
、
離
職
後
二
年
間
、
職
務
上
の
行
為
を
す
る
よ
う
に
、
又
は
し

な
い
よ
う
に
要
求
し
、
又
は
依
頼
し
て
は
な
ら
な
い
。 
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３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
再
就
職
者
の
う
ち
、
防
衛
省
の
事
務

次
官
、
防
衛
省
本
省
の
内
部
部
局
に
置
か
れ
る
局
の
局
長
又
は
防
衛
装
備
庁
長

官
の
職
に
準
ず
る
職
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
就
い
て
い
た
者
は
、
隊

員
又
は
こ
れ
に
類
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
契
約
等
事
務

で
あ
つ
て
防
衛
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
に
関
し
、
離
職
後
二
年
間
、
職
務
上

の
行
為
を
す
る
よ
う
に
、
又
は
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
、
又
は
依
頼
し
て
は
な

ら
な
い
。 

４
～
10 

〔
略
〕 

 

（
一
般
定
年
等
隊
員
等
に
係
る
調
査
） 

第
六
十
五
条
の
八 

国
家
公
務
員
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第
十
八
条
の
四

（
同
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
六
条
の
十
六
か
ら
第
百
六
条
の
二
十

ま
で
、
第
百
六
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
六
条
の
二
十
二

の
規
定
は
、
一
般
定
年
等
隊
員
又
は
離
職
の
際
に
一
般
定
年
等
隊
員
で
あ
つ
た

者
に
係
る
違
反
行
為
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
法
第
百
六
条
の
十
六
、
第
百
六
条
の
十
七
、
第
百
六
条
の
十
八
第
一
項
、

第
百
六
条
の
十
九
、
第
百
六
条
の
二
十
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
六
条

の
二
十
一
第
二
項
の
規
定
中
「
任
命
権
者
」
と
あ
る
の
は
「
防
衛
大
臣
」
と
、

同
法
第
百
六
条
の
十
八
第
一
項
及
び
第
百
六
条
の
二
十
第
一
項
中
「
第
百
六
条

の
四
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
自
衛
隊
法
第
六
十
五
条
の
四
第
十
項
」
と
、
同

法
第
百
六
条
の
二
十
一
第
一
項
中
「
任
命
権
者
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
防

衛
大
臣
（
防
衛
装
備
庁
の
職
員
（
自
衛
官
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
防
衛
装

備
庁
長
官
）
に
お
い
て
」
と
、
「
任
命
権
者
に
対
し
」
と
あ
る
の
は
「
防
衛
大

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
再
就
職
者
の
う
ち
、
防
衛
省
の
事
務

次
官
、
防
衛
省
本
省
の
内
部
部
局
に
置
か
れ
る
局
の
局
長
若
し
く
は
防
衛
装
備

庁
長
官
の
職
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
職
で
あ
つ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
就

い
て
い
た
者
は
、
隊
員
又
は
こ
れ
に
類
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に

対
し
、
契
約
等
事
務
で
あ
つ
て
防
衛
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
に
関
し
、
離
職

後
二
年
間
、
職
務
上
の
行
為
を
す
る
よ
う
に
、
又
は
し
な
い
よ
う
に
要
求
し
、

又
は
依
頼
し
て
は
な
ら
な
い
。 

４
～
10 

〔
略
〕 

 

（
一
般
定
年
等
隊
員
等
に
係
る
調
査
） 

第
六
十
五
条
の
八 

国
家
公
務
員
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第
十
八
条
の
四

（
同
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
六
条
の
十
六
か
ら
第
百
六
条
の
二
十

ま
で
、
第
百
六
条
の
二
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
六
条
の
二
十
二

の
規
定
は
、
一
般
定
年
等
隊
員
又
は
離
職
の
際
に
一
般
定
年
等
隊
員
で
あ
つ
た

者
に
係
る
違
反
行
為
に
関
す
る
調
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
法
第
百
六
条
の
十
六
、
第
百
六
条
の
十
七
、
第
百
六
条
の
十
八
第
一
項
、

第
百
六
条
の
十
九
、
第
百
六
条
の
二
十
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
六
条

の
二
十
一
第
二
項
の
規
定
中
「
任
命
権
者
」
と
あ
る
の
は
「
防
衛
大
臣
」
と
、

同
法
第
百
六
条
の
十
八
第
一
項
及
び
第
百
六
条
の
二
十
第
一
項
中
「
第
百
六
条

の
四
第
九
項
」
と
あ
る
の
は
「
自
衛
隊
法
第
六
十
五
条
の
四
第
十
項
」
と
、
同

法
第
百
六
条
の
二
十
一
第
一
項
中
「
任
命
権
者
に
お
い
て
」
と
あ
る
の
は
「
防

衛
大
臣
（
防
衛
装
備
庁
の
職
員
（
自
衛
隊
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に

規
定
す
る
幹
部
隊
員
及
び
自
衛
官
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
防
衛
装
備
庁
長
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臣
に
対
し
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

〔
略
〕 

官
）
に
お
い
て
」
と
、
「
任
命
権
者
に
対
し
」
と
あ
る
の
は
「
防
衛
大
臣
に
対

し
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

〔
略
〕 

 
 

 
  


